
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

一

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

令

和

六

年

号

外

　

　

三
月
二
十
九
日

（　金 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

一

大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
改
正  

二

大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

二

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
改
正  

三

　
　
　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
程

警
備
業
法
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程

の
一
部
改
正  

三

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正  

四

○
公
安
委
員
会
規
則

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

二
七

　
条

例
第

13条
第

１
項

の
実

施
機

関
が

定
め

る
方

法
は

、
電

磁
的

記
録

を
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
閲

覧
若

し
く

は
写

し
の

交
付

又
は

専
用

機
器

に
よ

り
再

生
し

た
も

の
の

視
聴

と
す

る
。

た
だ

し
、

公
安

委
員

会
が

適
当

と
認

め
た

場
合

は
、

当
該

電
磁

的
記

録
を

電
磁

的
記

録
媒

体
（

電
磁

的
記

録
に

係
る

記
録

媒
体

を
い

う
。

）
に

複
写

し
た

も
の

の
交

付
又

は
電

子
情

報
処

理
組

織
（

県
の

機
関

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
（

入
出

力
装

置
を

含
む

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

と
公

開
請

求
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し
た

電
子

情
報

処
理

組
織

を
い

う
。

）
を

使
用

す
る

方
法

に
よ

る
提

供
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

第
７

条
第

４
項

中
「

公
文

書
」

を
「

事
務

所
に

お
け

る
公

文
書

」
に

改
め

る
。

　
第

10条
中

「
写

し
の

交
付

」
を

「
公

開
」

に
改

め
る

。
　

第
１

号
様

式
中

「
１

　
文

書
及

び
図

画

　
□

　
閲

覧

　
□

　
写

し
の

交
付

２
　

録
音

テ
ー

プ
及

び
ビ

デ
オ

テ
ー

プ

　
□

　
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
視

聴

　
□

　
テ

ー
プ

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

３
　

そ
の

他
の

電
磁

的
記

録

　
□

　
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
閲

覧

　
□

　
用

紙
に

出
力

し
た

も
の

の
写

し
の

交
付

　
□

　
専

用
機

器
に

よ
り

再
生

し
た

も
の

の
視

聴
　　

□
　

磁
気

デ
ィ

ス
ク

等
に

複
写

し
た

も
の

の
交

付
」

を

「

　
□

　
閲

覧
・

視
聴

　
□

　
用

紙
に

複
写

し
、

又
は

出
力

し
た

も
の

の
写

し
の

交
付

　
□

　
電

磁
的

記
録

媒
体

に
複

写
し

た
も

の
の

交
付

」

に
改

め
、

同
様

式
の

　
大

分
県

公
安

委
員

会
が

管
理

す
る

公
文

書
の

公
開

等
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

板
　

　
　

井
　

　
　

良
　

　
　

助
　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
が

管
理

す
る

公
文

書
の

公
開

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

14年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

８
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

第
７

条
第

１
項

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

二

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

　
第

３
条

第
１

項
中

「
２

人
以

上
の

」
を

削
り

、
同

条
第

２
項

中
「

２
人

以
上

の
審

理
官

の
う

ち
」

を
「

前
項

の
規

定
に

よ
り

２
人

以
上

の
審

理
官

を
指

名
す

る
場

合
に

は
」

に
改

め
る

。
　

第
５

条
第

１
項

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
15年

法
律

第
57号

。
以

下
「

個
人

情
報

保
護

法
」

と
い

う
。

）
第

106条
第

２
項

」
を

加
え

る
。

　
第

６
条

第
１

項
及

び
第

２
項

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
保

護
法

第
106条

第
２

項
」

を
加

え
る

。
　

第
10条

第
２

項
中

「
第

９
条

第
３

項
」

の
次

に
「

若
し

く
は

個
人

情
報

保
護

法
第

106条
第

２
項

」
を

加
え

る
。

　
第

11条
か

ら
第

15条
ま

で
の

規
定

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
保

護
法

第
106条

第
２

項
」

を
加

え
る

。
　

第
16条

第
１

項
中

「
、

法
第

９
条

第
３

項
」

の
次

に
「

又
は

個
人

情
報

保
護

法
第

106条
第

２
項

」
を

加
え

、
同

項
た

だ
し

書
中

「
第

９
条

第
３

項
」

の
次

に
「

若
し

く
は

個
人

情
報

保
護

法
第

106条
第

２
項

」
を

加
え

、
同

条
第

２
項

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
保

護
法

第
106条

第
２

項
」

を
加

え
る

。
　

第
17条

第
１

項
及

び
第

18条
中

「
第

９
条

第
３

項
」

の
次

に
「

若
し

く
は

個
人

情
報

保
護

法
第

106条
第

２
項

」
を

加
え

る
。

　
第

19条
か

ら
第

25条
ま

で
の

規
定

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
保

護
法

第
106条

第
２

項
」

を
加

え
る

。
　

第
28条

を
削

る
。

　
第

３
号

様
式

中
「

第
９

条
第

３
項

」
の

次
に

「
又

は
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
106条

第
２

項
」

を
、

「
適

用
す

る
」

の
次

に
「

行
政

不
服

審
査

法
」

を
加

え
る

。
　
　
　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）
１

　
こ

の
規

則
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
（

経
過

措
置

）
２

　
こ

の
規

則
の

施
行

の
際

現
に

係
属

し
て

い
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

平
成

15年
法

律
第

57
号

）
第

106条
第

１
項

の
審

査
請

求
及

び
大

分
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
12年

大
分

県
条

例
第

47号
）

第
15条

の
２

の
審

査
請

求
に

つ
い

て
は

、
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正

後
の

大
分

県
公

安
委

員
会

審
査

請
求

手
続

規
則

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

　
大

分
県

公
安

委
員

会
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
等

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。

注
２

中
「

電
磁

的
記

録
」

を
「

公
開

の
実

施
の

方
法

」
に

、
「

事
情

」
を

「
事

情
等

」
に

改
め

る
。

　
第

２
号

様
式

中
「

時
　

　
　

分
　

　
　

」
を

「
時

　
　

　
分

　
か

ら
」

に
改

め
、

同
様

式
の

注
１

中
「

公
文

書
」

を
「

県
警

情
報

室
に

お
い

て
公

文
書

」
に

改
め

、
同

様
式

中
注

２
を

削
り

、
注

１
を

注
と

す
る

。
　

第
３

号
様

式
中

「
時

　
　

　
分

　
　

　
」

を
「

時
　

　
　

分
　

か
ら

」
に

改
め

、
同

様
式

の
注

３
中

「
公

文
書

」
を

「
県

警
情

報
室

に
お

い
て

公
文

書
」

に
改

め
、

同
様

式
中

注
４

を
削

り
、

注
５

を
注

４
と

す
る

。
　

第
９

号
様

式
中

「

公
開

を
実

施
す

る
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を」
　

「

公
開

を
実

施
す

る
日

時
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
午

前
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

　
　

　
　

時
　

　
　

分
　

か
ら

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

午
後

に」
　

改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）
１

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
（

経
過

措
置

）
２

　
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正

前
の

様
式

（
次

項
に

お
い

て
「

旧
様

式
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

使
用

さ
れ

て
い

る
書

類
は

、
当

分
の

間
、

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
様

式
に

よ
る

も
の

と
み

な
す

。
３

　
旧

様
式

に
よ

る
用

紙
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

所
要

の
補

正
を

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
大

分
県

公
安

委
員

会
審

査
請

求
手

続
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

板
　

　
　

井
　

　
　

良
　

　
　

助
　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号
　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
審

査
請

求
手

続
規

則
（

平
成

28年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

三

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
公
安
委
規
程
）

○
公
安
委
員
会
規
程

　

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。
　

　
令

和
６

年
３

月
29日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
板

　
　

　
井

　
　

　
良

　
　

　
助

　
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

７
号

　
　
　
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
則

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
18年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
16号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

第
１

号
様

式
中

「
金

融
機

関
」

の
次

に
「

等
」

を
加

え
る

。
　

第
２

号
様

式
（

裏
）

中
「

金
融

機
関

」
の

次
に

「
等

」
を

加
え

、
「

仮
納

付
書

に
、

」
を

「
仮

納
付

書
に

よ
り

、
」

に
改

め
、

「
添

え
て

」
を

削
り

、
「

く
だ

さ
い

。
」

の
次

に
「

金
融

機
関

等
の

窓
口

で
放

置
違

反
金

を
仮

納
付

し
た

場
合

、
」

を
加

え
る

。
　

第
６

号
様

式
（

表
）

中
「

金
融

機
関

」
の

次
に

「
等

」
を

加
え

る
。

　
第

７
号

様
式

（
表

）
中

「
上

記
納

付
場

所
の

金
融

機
関

」
を

「
、

納
付

書
記

載
の

金
融

機
関

等
」

に
改

め
る

。
　

第
８

号
様

式
中

「
金

融
機

関
」

の
次

に
「

等
」

を
加

え
る

。
　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号

　
警

備
業

法
及

び
探

偵
業

の
業

務
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
行

政
処

分
の

公
表

に
関

す
る

規
程

（
平

成
25年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
程

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
板

　
井

　
良

　
助

　
　

第
３

条
第

１
号

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

　
⑴

　
警

備
業

法
第

４
条

の
認

定
に

係
る

認
定

の
番

号
又

は
探

偵
業

法
第

４
条

の
届

出
書

の
受

理
番

号
　

附
則

の
次

に
次

の
様

式
を

加
え

る
。

　
　

令
和

６
年

３
月

29日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

板
　

　
　

井
　

　
　

良
　

　
　

助
　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
６

号
大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　
大

分
県

公
安

委
員

会
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
等

に
関

す
る

規
則

（
令

和
５

年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

第
９

条
第

１
項

た
だ

し
書

中
「

磁
気

デ
ィ

ス
ク

等
」

を
「

電
磁

的
記

録
媒

体
（

電
磁

的
記

録
に

係
る

記
録

媒
体

を
い

う
。

）
」

に
改

め
、

「
交

付
」

の
次

に
「

又
は

電
子

情
報

処
理

組
織

（
県

の
機

関
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

（
入

出
力

装
置

を
含

む
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
と

開
示

請
求

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
を

電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
）

を
使

用
す

る
方

法
に

よ
る

提
供

」
を

加
え

る
。

　
第

13号
様

式
の

３
中

「
に

お
け

る
開

示
」

を
削

り
、

「
郵

送
に

よ
る

写
し

の
交

付
」

を
「

送
付

」
に

、

「
郵

送
方

法
」

を
「

送
付

方
法

」
に

、
「

□
　

普
通

郵
便

　
　

□
　

簡
易

書
留

　
　

□
　

本
人

限
定

受
取

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

を
「

□
　

普
通

郵
便

　
　

□
　

簡
易

書
留

　
　

□
　

本
人

限
定

受
取

　
に

、
「

電
磁

的
記

録
」

を
「

開
示

の
　

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

　
」

実
施

の
方

法
」

に
、

「
事

情
」

を
「

事
情

等
」

に
改

め
、

同
様

式
の

（
別

紙
）

中
「

に
お

け
る

開
示

」
を

削

り
、

「
郵

送
に

よ
る

写
し

の
交

付
」

を
「

送
付

」
に

、
「

郵
送

方
法

」
を

「
送

付
方

法
」

に
、

「
□

　
普

通

郵
便

　
　

□
　

簡
易

書
留

　
　

□
　

本
人

限
定

受
取

　
を

「
□

　
普

通
郵

便
　

　
□

　
簡

易
書

留
　

　
□

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
　

　
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
本

人
限

定
受

取
　

に
改

め
る

。
　

）
　

　
　

　
」

　
　
　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）
１

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
（

経
過

措
置

）
２

　
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正

前
の

様
式

（
次

項
に

お
い

て
「

旧
様

式
」

と
い

う
。

）
に

よ
り

使
用

さ
れ

て
い

る
書

類
は

、
当

分
の

間
、

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
様

式
に

よ
る

も
の

と
み

な
す

。
３

　
旧

様
式

に
よ

る
用

紙
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

所
要

の
補

正
を

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。



令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

四

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
程
）

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

程
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
規
程
第
２
号

　
自

動
車

運
転

代
行

業
の

業
務

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

行
政

処
分

の
公

表
に

関
す

る
規

程
（

平
成

25年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

程
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
　

　
令

和
６

年
３

月
29日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

板
　

井
　

良
　

助
　

　
第

３
条

第
１

号
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
　

⑴
　

認
定

番
号

　
別

記
様

式
中

「
別

記
様

式
」

を
「

別
記

様
式

（
第

４
条

関
係

）
」

に
、

「
認

定
証

番
号

」
を

「
認

定
番

号
」

に
改

め
る

。
　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

程
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

別
記

様
式

（
第

４
条

、
第

６
条

関
係

）警
備

業
・

探
偵

業
行

政
処

分
簿

被　処　分　者

認
定

の
番

号
又

は
届

出
書

の
受

理
番

号
公

安
委

員
会

　
第

　
　

　
　

　
　

　
号

　
　

　

氏
名

又
は

名
称

代
表

者
の

氏
名

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地

処分に係る営業所の名称及び所在地

処
分

年
月

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

処
分

内
容

処
分

理
由

・
根

拠
法

令

処
分

を
行

っ
た

公
安

委
員

会
公

安
委

員
会

備
考

１
　

処
分

内
容

欄
に

は
、

認
定

の
取

消
し

、
営

業
廃

止
命

令
、

営
業

停
止

命
令

又
は

指
示

処
分

の
別

を
記

載
し

、
営

業
停

止
命

令
の

場
合

に
は

、
併

せ
て

停
止

期
間

を
記

載
す

る
こ

と
。

２
　

処
分

理
由

欄
に

は
、

処
分

の
原

因
と

な
っ

た
行

為
の

概
要

を
簡

潔
に

記
載

す
る

こ
と

（
例

：
「

元
従

業
員

か
ら

の
通

報
を

端
緒

と
し

て
立

入
検

査
を

実
施

し
た

と
こ

ろ
、

警
備

員
に

対
す

る
教

育
義

務
違

反
が

判
明

し
た

も
の

」
、

「
探

偵
業

の
従

業
者

が
、

調
査

対
象

者
に

執
よ

う
に

つ
き

ま
と

っ
た

も
の

」
等

）
。


